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      砥石神社 

 上川田町の砥石神社は、日本武尊が 

東国征伐の帰りに、砥石神社西方の山 

頂で剣（天之叢雲剣）を砥石で磨いた 

ことからその砥石をご神体とし、日本 

武尊を祭神として祀ったといわれ、児 

持社、稲荷社、疱瘡社、神明宮、菅原 

社などが合祀されています。 

 川田村誌には、「文明２年（１４７０ 

）２月創建」と記されています。 

 慶長１７年（１６１２）には社殿が焼失しましたが、寛永５

年（１６２８）に再建されました。 

 社殿の前にあるスギは、沼田の名木百選に選ばれている大木

で、樹高３４．６７㍍、枝張は東西に１

９．７０㍍、南北に２３．１０㍍で、根

本周囲は７．５０㍍です。 

           境内の北には、安産の神様として信仰

されている産泰様が祀られています。 

           砥石神社の産泰様は、旧新治村から勧

請され、講をつくるなど信仰は厚く、妊

娠するとそこから腹帯を借り、お産がす

むと同じものを供えていました。 

 
こ
ん
に
ち
は
。
安
倍
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「
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、
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と
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す
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 日本共産党利根支部と日本共産党利根後援会は１１

日、平川のコートで昨年につづいて２回目となるグラン     

ドゴルフ大会を開き、３７

人が参加しました。 

 成績上位の５人には、記

念品が贈られ、梅雨の晴れ

間のなか、楽しく交流しま

した。 

 大東議員も参加し、悪戦

苦闘していました。 

 庁舎等複合施設「テラス沼田」の実施設計概要が「広

報ぬまた」６月号に掲載されましたが、市役所市民ホー

ルには建物の模型とともに、子ども広場、市役所窓口な

どのイメージ写 

真が展示されて 

います。 

 テラス沼田は、 

２年後の７月オ 

ープンを予定し 

ています。 

 ６月定例市議会の一般質問で大東議員は１２日、「行財政改革について」 

「公共交通について」「近代化遺産について」、市長と教育長に質問をおこ 

ないました。 

          行財政改革について大東議員は、これまでの行財政 

改革の成果と課題について、今後どのような取り組み 

をすすめるのか質問しました。 

 市長は、「健全な行財政運営、経営的視点による市政 

運営をすすめ一定の成果は上げてきたと考えている。 

今後も質の高い公共サービスを効率的・効果的に提供 

していくため、行財政改革に取り組む」と答えました。 

 ３月定例市議会で継続審査となった「国民健康保険税条例の一部を改正

する条例」と「国民健康保険税の引き上げ中止を求める請願」について１

４日、市民が傍聴するなか民生福祉常任委員会で審議されました。 

 国民健康保険税を引き上げる条例改正について、国が４月から実施する

ことを決めていた、軽減の拡充については４月１日にさかのぼって実施

し、約１２％の国民健康保険税の引き上げについては、来年４月１日から

実施するという修正案が提出され、可決されました。 

 国民健康保険税の引き上げを来年４月に実施する修正案が可決された

ことから、引き上げ中止を求める請願は不採択となりました。 

 

 
 

 


